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（有料広告）

＝年金は世代と世代の支え合い＝

町民課戸籍医療年金係（�２－２４５３）

函館年金事務所国民年金課（�０１３８－５６－１１６５）
お問い合わせ先

　年金は、世代と世代の支え合いの制度です。あな
たが納付する保険料が、高齢者世代の生活を支えて
います。同時に、あなたや家族の年金権を守るため
にも、保険料は忘れずに納付しましょう。
　国民年金の給付には、老後の生活保障である老齢基礎年金だけでなく、障害基礎年金や遺族基礎年金があります。
保険料を納付期限までに支払っていないと、このような年金給付を受け取れないことがあります。
　また、納付期限から２年間を経過すると保険料を納付することができなくなりますので、日本年金機構から送付
される「納付書」で、金融機関・郵便局、お近くのコンビニエンスストアでお支払いください。
例えば…

事　　業　　名　　称 契　　約　　業　　者 契約金額
（税込・円）

予定価格
（税込・円）

落札率
（％）

参　加
業者数

工　　期
（納期）

普通河川ナイベコシナイ川維持工事 有限会社　か  も  め  商  興 5,940,000 5,983,200 99.28 ６社 H31. ３.22

森林整備センター分収林裾枝払事業 有限会社　緑　 土　 産　 業 3,996,000 4,148,280 96.33 ３社 H31. ３.15

入 札 結 果 12月26日分

保険料の納め忘れは
ありませんか？

納付の時効は２年間

平成29年１月分（２月末日が納期限）の国民年金が未納の場合、平成31年２月までは納付することが
できますが、平成31年２月をすぎると時効により納付できなくなります。

　国民年金の納付を、「一括して前納」すると割引があります。さらに、一括前納を口座
振替にすると割引額が有利になります。
　口座振替のお申し込みは、年金事務所、各金融機関の窓口で、申し込み用紙に必要事項
を記入して、金融機関届出印を押印の上、お申し込みください。
　なお、口座振替での一括前納は２月末が申し込み期限となっておりますので、希望され
る方は、お早めに手続きください。

一括前納で割引あり


